
【出張・旅行などで滞在している市町村での不在者投票】 

 

１ 住所地と異なる市町村の選挙管理委員会における不在者投票 

 例えば、長期の出張等で投票日当日に投票に行けない方が不在者投票を行う場合

などは、次のような手続きで不在者投票をすることができます。 

（１）交付請求 

 ｢投票用紙等請求書兼宣誓書｣により、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員

会の委員長に対して、投票用紙等の交付を請求してください。（請求は郵便等によっ

て行うこともできます。）投票用紙等請求書兼宣誓書を提出する際に、「引き続き県内

に住所を有していることの確認」を申請するか、最寄りの市町村が発行した「引き続き

県内に住所を有する旨の証明書」を添付する必要があります。 

なお、不在者投票用紙等の請求は告示日前でも可能ですが、屋久島町からの不在

者投票用紙等の発送等については告示日の前々日から行う予定です。請求される際

は郵便事情等を考慮し、余裕をもって請求してください。 

（２）投 票 

 上記の交付請求により、投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証

明書が交付(郵送)されてきますので、これを開封せずに、現在滞在している市区町村

の選挙管理委員会に持参して投票を行ってください。 

 ※不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。 

※投票が出来るのは、滞在地の選挙管理委員会の開庁時間（滞在地の選挙管理委

員会で選挙が行われていない限り平日のみ）となりますので、ご注意ください。 

 

【入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票】 

 

 

 

 

 

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(介護

老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障がい者支援施設・保護施設に

ついては、その施設内において不在者投票を行うことができます。 

 現在、入院又は入所中の病院又は施設が指定施設の場合は、病院又は

施設に不在者投票をしたい旨を申し出たうえで、日程等について、十分な

打ち合わせをお願いします。 

２ 不在者投票指定施設における不在者投票 

（鹿児島県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(介護老人保健施設を含む)・老人ホー

ム・身体障がい者支援施設・保護施設に入院・入所している方） 

 



※ なお、刑事施設等（国立保養所・刑事施設・労役場・監置場又は警察留置場・少

年院・少年鑑別所・婦人補導院）においても不在者投票を行うことができます。 

 
【身体に重度の障がい等がある方の郵便等による不在者投票】 
 

３ 郵便等による不在者投票 

（下記に該当する方で、あらかじめ屋久島町選挙管理委員会へ申請し、登録証の交付を受けて

いる方） 

 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、

次のような障がいのある選挙人の方は、一般の不在者投票のほかに、現住する場所

（自宅など）で投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。 

郵便等による不在者投票のできる人 

身体障がい者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方 

 両下肢、体幹の障がい又は移動機能の障がいの程度が、１級又は２級 

 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が、１級又は

３級 

 免疫又は肝臓の障がいの程度が、１級から３級 

戦傷病者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方 

 両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第２項症 

 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が、特

別項症から第３項症 

介護保険の被保険者証をお持ちの方で、被保険者証に次の記載がある方 

 要介護状態区分が要介護５ 

上記のほか、身体障がい者手帳をお持ちの方で、上記の障がいの程度がこれらの程

度に該当することを、都道府県知事若しくは指定都市・中核市の長が証明した方も該

当します。また、戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障がいの程度がこれらの程

度に該当することを、都道府県知事が証明した方も該当します。 

 ※なお、郵便等による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要で

す。 

郵便等による不在者投票における代理記載制度 

郵便等による不在者投票ができる方のうち、次のいずれかに該当する方はあらかじ

め市区町村の選挙管理委員会の委員長に届けた選挙権のある方に投票に関する記

載をさせることができます。 

 身体障がい者手帳に、上肢又は視覚の障がいの程度が１級と記載のある

方 

 戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第２項症

の記載のある方 



身体障がい者手帳をお持ちの方で、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当

することを、都道府県知事若しくは指定都市・中核市の長が証明した方も該当します。

また、戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当す

ることを、都道府県知事が証明した方も該当します。 

 

郵便等による不在者投票の手続 

 ｢郵便等投票証明書｣が必要です。 

お持ちでない方や有効期限が切れた方は、選挙人名簿登録地の市区町村

の選挙管理委員会に交付申請を行ってください。代理の方でも申請できま

すが、申請書にはご本人の署名が必要です。なお、代理記載の方法による

投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ

代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続と

代理記載人となる方の届出の手続を行っておく必要があります。（これらの

手続を同時に行うことも可能です。この場合、選挙人の署名は不要です。） 

投票用紙等の交付請求 

 郵便等による不在者投票用紙等請求書に、あらかじめ交付を受けた郵便

等投票証明書を添えて、選挙期日(投票日)の４日前までに、選挙人名簿登

録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、郵便等により投票

用紙の交付を請求してください。（代理記載の方法で投票する場合は、請

求書に代理記載人の署名が必要です。） 

郵便等による不在者投票の方法 

 投票用紙に記載した後、投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封

筒に入れて封をしてください。 

 この外封筒の表面には、投票の記載をした年月日及び場所(住所を最後ま

できっちりと)を記載し、氏名欄に必ず署名してください。（代理記載の方法

による投票を行う場合は、現在する場所で、代理記載人は投票用紙に選

挙人が支持する候補者名等を記載し、投票用外封筒に入れた後、その表

面に署名をします。） 

 これを更に他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に｢投票在中｣などと

明記し、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、

必ず郵便等でお早めにお送りください。 

   ※ 郵便等による不在者投票では、点字投票と代理投票はできません。 


